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　就職活動をしている看護学生または看護職や、看護学
校等の進学を希望している方は、お気軽にご参加くださ
い。事前申込は不要です。
▶日　時　平成30年１月13日（土）午後０時30分～３時30分
▶場　所　茨城県立県民文化センター
▶内　容
＜第１部＞午前11時～正午　看護師国家試験対策講座
＜第２部＞午後０時30分～３時30分　合同進学就職説明会
　県内病院や看護学校による施設紹介コーナー、ハローワーク
職業相談コーナー、看護学校進学・就職相談コーナーなど
　※参加施設はホームページをご覧ください。
▶参加費　無料
【問合せ先】公益社団法人茨城県看護協会
　　　　　 ☎０２９ー２２１ー６９００
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お知らせ

　生活習慣の確立やコミュニケーション訓練などにより、
就職を支援します。お気軽にお問い合わせください。
▶訓練期間　平成30年４月～９月
▶応募資格　軽度の知的障がいのある方

（療育手帳をお持ちの方または公的機関で
これと同等と判断された方）

▶募集期間　平成29年12月４日（月）～
　　　　　　　　　　平成30年２月13日（火）
▶応　募　先　最寄りのハローワーク
【問合せ先】　茨城県立水戸産業技術専門学院総合実務科 
　　　　　   ☎０２９ー３００ー５２２１

生活習慣の確立や
職を支援します。

県立水戸産業技術専門学院
総合実務科
平成30年度前期生募集

お知らせ

　県内にお住まいの皆さんを対象に、原子力と放射線の
基礎知識について専門家による講義を行います。原子力
と放射線に興味のある方はもちろん、疑問や不安をお持
ちの方もご参加ください。
▶日　時　平成30年２月３日（土）
　　　　　午後１時30分～（２時間程度）
▶場　所　茨城県水戸生涯学習センター
　　　　 （旧県庁　３階　中講座室）
▶内　容　・原子力と放射線の基礎知識
　　　　 　・放射線の健康への影響
　　　　 　・災害時の対処法　など
▶定　員　40人
※定員になり次第締め切らせていただきます。
▶参加費　無料
▶申込方法　氏名、連絡先を記載の上、メール、FAX
　または電話で申し込みください。
【申込・問合せ先】公益社団法人茨城原子力協議会　  
　　　　　　　　☎０２９ー２８２ー３１１１
　　　　　　　　FAX ０２９ー２８３ー０５２６
　　　　　　　　E-mail：jigyou@ibagen.or.jp

【問合せ先】公益社団
　　　　　 ☎０２９

県内にお住まいの
礎知識について専
放射線に興味のあ

原子力と放射線の基礎を学ぼう！お知らせ

　茨城町観光協会では期間限定で、涸沼自然公園事務所入
口においてイルミネーションを下記の日程で開催します。
　色とりどりに彩られたX’masイルミネーションをぜひ
ご覧ください。
▶場　　所　涸沼自然公園管理事務所前
▶開催期間　平成29年12月8日（金）～12月24日（日）
▶開催時間　午後４時30分～８時
▶そ　の　他　期間中は駐車場を開放しますので、近くで
　　　　　　ご覧になることができます。
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ひたちなか市
「第66回勝田全国マラソン」の開催に伴う
交通規制について

　勝田全国マラソンの開催に伴い、平成30年
１月28日（日）にひたちなか市及び東海村にお
いて通行止めや片側通行などの交通規制を実施
します。
　ひたちなか市石川運動ひろば周辺とＪＲ勝田
駅から国道245号を結ぶ昭和通りは終日交通規
制となります。また、国道245号は午前10時
30分～午後0時45分の間、ひたちなか市から
東海村・日立市方面に向かう車線が規制となり
ます。
　近所にお住まいの方や通行される方には大変
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解及びご協
力をよろしくお願いします。

【問合せ先】
ひたちなか市市民生活部スポーツ振興課内
勝田全国マラソン大会事務局
☎０２９－２７２－８４０５

Neighboring town

【問合せ先】　商工観光課　☎０２９ー２４０ー７１２４（直通）
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情報
12月の納税

○国民健康保険税　　　　８期
○介護保険料　　　　　　５期
○後期高齢者医療保険料　６期

・下記の納期限までに銀行、コンビニ又は役場窓口で納付
しましょう。

納期限は12月25日（月）納期限

お知らせ
所得税や住民税申告用
「障害者控除対象者認定書」の
発行について

　「障害者手帳」等の交付を受けていない満65歳以上の
方で、身体の障がい、または認知症の状態が一定の基準
に該当する場合は、「障害者控除対象者認定書」を発行
します。所得の申告にあたり、この認定書を提示するこ
とで、「障害者控除」を受けることができます。
▶対象者
・茨城町の住民票に記載されている満65歳以上の方、
または本町の介護保険第１号被保険者である方
・介護保険制度の要介護認定、または要支援認定（以
下「要介護認定等」）を受けている方、または要介
護認定等を受けている方と同程度の障がい状態にあ
る方（面接調査あり）
※「障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手
帳」等の交付を受けている方は申請の必要はありません。
▶申請者　控除対象者（本人）または親族
▶交付期間　平成29年12月1日（金）～平成30年1月31日（水）
　※面接が必要な方は、平成29年12月18日（月）まで
▶申請先　長寿福祉課（１階４番窓口）
▶持参する物
　控除対象者の印鑑（親族の申請は親族者の印が必
要）、介護保険被保険者証

　詳細は、広報いばらきお知らせ版11月15日号に掲載
しています。
【問合せ先】長寿福祉課
　　　　　 ☎０２９－２９１－８４０７（直通）

しています。
【問合せ先】長寿福祉
　　　　　 ☎０２９

お知らせ 一人で悩まず気軽に相談
行政書士無料相談会

　「円満な相続がしたい」「会社を立ち上げたい」「必要
な許認可はなにか」「農地転用したい」など、暮らしの
なかでお困りのことはありませんか。行政書士が、親
切・丁寧に皆さまのお悩みをお聞きします。
　相談は無料・秘密厳守です。事前申し込みは不要です
ので、お気軽にご利用ください。
▶日　時　12月18日（月）　午後１時～４時
▶場　所　茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」
　　　　　２階会議室３
▶相談員　茨城県行政書士会　水戸支部会員
【問合せ先】水戸支部事務局　木村
　　　　　 ☎０２９－２５１－３１０１

募　集 身近な出来事を「広報いばらき」に
掲載しませんか？

12月４日から10日までは
人権週間です

　地域の話題やあなたの趣味などについて、「広報いば
らき」まちかどレポートに記事をお寄せください。
▶対　象　町内に在住・在勤されている方
▶原　稿　文字数400字～600字程度、写真１～２枚
▶応募方法　住所、氏名、連絡先（電話・FAX番号）を
明記の上、下記までお申し込みください。※スペース
によって、掲載できない場合もあります。

【応募・問合せ先】秘書広聴課　
☎０２９－２４０－７１２６（直通） FAX：０２９－２９２－６７４８
Mail：i_kouho@town.ibaraki.lg.jp
〒311－3192　茨城町小堤1080 茨城町秘書広聴課 宛
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人権週

☎０２９－２４０－７１
Mail：i_kouho@to
〒311－3192　茨城

お知らせ

　1948年（昭和23年）12月10日、国連総会で世界人
権宣言が採択されたのを記念し、毎年12月10日が「人
権デー（Human Rights Day）」と定められました。
　法務省と全国人権擁護委員連合会では、人権デーを最
終日とする12月４日から10日までを「人権週間」とし
て各種の人権啓発活動を行います。
　人権週間にあたり、人権は、自分と同じように他の人
にもあります。お互いに相手の立場を考え、豊かな人間
関係をつくりましょう。
【問合せ先】水戸地方法務局 ☎０２９－２２７－９９１９
　　　　　 茨城県人権擁護委員連合会

自分から 着けるライトで
消える事故

水）
で

必

載

関係をつくりましょ
【問合せ先】水戸地方
　　　　　 茨城県人

自分か
消えるお知らせ

みんなで築こう　人権の世紀
　　　～ 考えよう 相手の気持ち
　 　　　未来へつなげよう 違いを認め合う心～

年末の交通事故防止県民運動
12月1日（金）～12月15日（金）
　年末は、日没時間が年間を通じて最も早く、夕暮れ時
から夜間にかけての交通事故の多発が懸念されるほか、
忘年会など飲酒する機会が増え、飲酒運転による事故の
発生も危惧されます。

確認しよう！運動の重点
① 子供と高齢者の事故防止

 横断歩行者を保護しましょう。
② 夕暮れ時と夜間の交通事故防止

外出するときは、白っぽい色の服装を着用し、反
射材を活用しましょう。
ドライバーのみなさんは、ライトの早め点灯とライト
の上下の切り換えをこまめにしながら走行しましょう。

③ 飲酒運転の根絶
運転者はもちろん、車両提供者も厳罰されます！
同乗者・酒類提供者も厳罰されます！

【問合せ先】町民協働課
　　　　　 ☎０２９－２９１－８８０２（直通）
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